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薔薇

従来、戸籍謄本等の請求は誰でもできま
したが、本年5月からは戸籍窓口での本人確認が必要になっています。他人の戸籍謄本等を不
正に取得したり、サラ金から借入れを行う等の目的で第三者によって虚偽の婚姻届や養子縁組
届が出される事件が起こっていたことから、これを防止するため戸籍法を改正したものです。

戸籍謄本等の請求は本人確認が必要に

国　税／ 5月分源泉所得税の納付 6月10日

国　税／所得税の予定納税額の通知 6月16日

国　税／ 4月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等） 6月30日

国　税／ 10月決算法人の中間申告 6月30日

国　税／ 7月、10月、1月決算法人の消費税等の

中間申告（年3回の場合） 6月30日

地方税／個人の道府県民税及び市町村民税の納付

（第1期分） 市町村の条例で定める日

労　務／健康保険・厚生年金保険賞与等支払届

支払後5日以内

労　務／ 児童手当現況届（市町村役場に提出）

6月30日

（水無月） June6月
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中
小
企
業
の
も
の
づ
く
り
に
お
け
る

考
え
方
や
ブ
ラ
ン
ド
に
つ
い
て
、
ま
た

国
の
も
の
づ
く
り
へ
の
支
援
策
等
に
つ

い
て
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。

中
小
企
業
に
お
い
て
、
価
格
競
争
に

よ
る
低
価
格
志
向
で
は
、
大
手
企
業
に

立
ち
向
か
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ

こ
で
中
小
企
業
で
は
、
特
に
自
社
の
製

品
や
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
い
か
に
付

加
価
値
を
つ
け
て
売
る
か
が
重
要
と
な

っ
て
き
て
い
ま
す
。

二
〇
〇
七
年
以
降
団
塊
世
代
の
定
年

退
職
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
企
業
の
成
長

を
支
え
て
き
た
技
術
者
が
現
役
を
退
い

て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
今
後
は
企
業

に
と
っ
て
高
度
な
「
も
の
づ
く
り
」
の

た
め
に
必
要
不
可
欠
な
「
人
づ
く
り
」

が
ま
す
ま
す
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
き

て
い
ま
す
。

マ
ス
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
狙
っ
た
マ
ー
ケ

テ
ィ
ン
グ
と
は
異
な
り
、
階
層
的
な
マ

ー
ケ
ッ
ト
に
対
す
る
個
性
的
な
ア
プ
ロ

ー
チ
の
一
つ
と
し
て
「
人
づ
く
り
」
に

取
り
組
む
こ
と
で
、
ブ
ラ
ン
ド
力
ア
ッ

プ
を
図
る
戦
略
も
増
え
て
き
て
い
る
よ

う
で
す
。

「
ブ
ラ
ン
ド
づ
く
り
」
は
「
人
づ
く

り
」
の
考
え
方
に
よ
り
販
売
員
の
人
材

育
成
を
徹
底
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り

ま
す
。

「
人
づ
く
り
」
が
ブ
ラ
ン
ド
価
値
向

上
に
貢
献
で
き
る
点
は
、
商
品
・
サ
ー

ビ
ス
の
品
質
で
「
品
質
管
理
が
し
っ
か

り
し
て
い
る
」「
長
期
間
変
わ
ら
な
い
価

値
を
持
つ
」「
背
景
に
高
度
な
技
術
が
あ

る
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

ブ
ラ
ン
ド
を
ま
だ
確
立
し
て
い
な
い

中
小
企
業
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に

し
て
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
ブ
ラ
ン
ド
品

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

東
京
商
工
会
議
所
の
委
員
会
報
告
に
よ

る
限
定
品
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
を
引
用
し

ま
す
。

ブ
ラ
ン
ド
は
た
く
さ
ん
の
特
徴
、
価

値
、
性
格
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、
商
品
、

サ
ー
ビ
ス
の
ブ
ラ
ン
ド
化
に
は
「
希
少

性
」
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。

ブ
ラ
ン
ド
化
に
必
要
な
希
少
性
を
実

現
す
る
た
め
の
具
体
的
な
方
法
と
し
て

は
、
限
定
品
、
限
定
サ
ー
ビ
ス
を
作
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
希
少
性
は
現
実
に

「
た
く
さ
ん
な
い
」
こ
と
を
意
味
し
ま
す

が
、
限
定
性
は
意
図
的
に
中
小
企
業
の

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
「
た
く
さ
ん
に
し

な
い
」
こ
と
に
よ
っ
て
演
出
、
表
現
す

る
方
法
で
す
。

限
定
品
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
よ
っ
て

限
定
品
、
限
定
サ
ー
ビ
ス
を
生
み
出
す

こ
と
が
で
き
れ
ば
希
少
性
を
現
実
の
も

の
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
さ
ら
に

そ
の
希
少
性
に
よ
っ
て
ブ
ラ
ン
ド
化
が

実
現
さ
れ
る
可
能
性
も
出
て
き
ま
す
。

た
だ
し
、
ど
ん
な
商
品
・
サ
ー
ビ
ス

で
も
数
を
限
れ
ば
希
少
性
を
獲
得
で
き

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
に
「
人
づ
く
り
」
に
よ
る
技
術

力
や
品
質
の
安
定
性
、
他
社
が
真
似
で

き
な
い
「
こ
だ
わ
り
」
に
よ
る
開
発
、

提
供
す
る
こ
と
が
希
少
性
を
実
現
す
る

た
め
に
不
可
欠
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
中
小
企
業
に
お
け
る
限

定
品
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ→

限
定
品→

希

少
性→

ブ
ラ
ン
ド
化→

ブ
ラ
ン
ド
の
実

現
の
各
段
階
に
お
い
て
は
、
限
定
や
希

少
性
と
い
っ
た
条
件
以
外
に
様
々
な
要

素
が
必
要
に
な
り
ま
す
が
、
最
初
の
一

歩
は
限
定
品
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
が
重
要

と
い
え
ま
す
。

限
定
品
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
と
は
、
次

の
よ
う
な
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
要
素
を

限
定
し
て
、
限
定
品
、
限
定
サ
ー
ビ
ス

と
し
て
消
費
者
に
提
供
す
る
こ
と
で
す
。

○
数
量
　
○
個
数
　
○
販
売
時
間

○
販
売
場
所
　
○
販
売
期
間

こ
れ
ら
の
限
定
品
は
、
一
つ
の
限
定

要
素
だ
け
で
な
く
二
つ
以
上
の
要
素
に

よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

限
定
し
た
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
ス
ト
ー

リ
ー
を
語
る
こ
と
も
大
切
で
す
。
商

品
・
サ
ー
ビ
ス
や
企
業
の
ブ
ラ
ン
ド
価

値
＝
付
加
価
値
を
い
か
に
フ
ォ
ー
カ
ス

し
て
「
ウ
リ
」
に
す
る
か
で
す
。
こ
の

た
め
に
は
、
消
費
者
が
店
頭
、
テ
レ
ビ
、

新
聞
雑
誌
等
で
買
い
た
く
な
る
よ
う
な

キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
や
キ
ー
ワ
ー
ド
が
必

要
で
す
。

素
材
・
製
法
へ
の
「
こ
だ
わ
り
」
で

中
小
企
業
の 

づ
く
り 

づ
く
り 
も 

の 

希

少

性

の

実

現
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あ
っ
た
り
、
こ
れ
だ
け
は
譲
れ
な
い
と

い
う
「
頑
固
」
な
ま
で
の
も
の
づ
く
り

で
あ
っ
た
り
、
一
本
筋
の
通
っ
た
揺
ぎ

な
い
コ
ン
セ
プ
ト
＝
「
ス
ト
ー
リ
ー
」

が
そ
こ
に
あ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
か
ら
の
中
小
企
業
の
商
品
・
サ
ー
ビ

ス
は
、
い
か
に
「
こ
だ
わ
り
」、
ど
の
よ

う
な
「
ス
ト
ー
リ
ー
」
を
語
る
か
な
ど

が
重
要
で
す
。

国
の
支
援
策
と
し
て
は
、
も
の
づ
く

り
に
取
り
組
む
優
れ
た
中
小
企
業
者
に

対
し
て
、
法
的
・
予
算
・
金
融
措
置
等

に
よ
り
総
合
的
な
支
援
を
展
開
し
て
い

ま
す
。

「
中
小
も
の
づ
く
り
高
度
化
法
」
に

基
づ
き
、
中
小
企
業
者
が
他
の
事
業
者

と
協
力
し
て
、
経
済
産
業
大
臣
の
策
定

し
た
特
定
も
の
づ
く
り
基
盤
技
術
高
度

化
指
針
に
基
づ
い
て
研
究
開
発
を
行
う

場
合
に
、
様
々
な
支
援
を
受
け
ら
れ
ま

す
。

「
中
小
も
の
づ
く
り
高
度
化
法
」
に
基
づ

く
支
援

こ
の
法
律
で
は
、
製
造
業
の
国
際
競

争
力
強
化
や
新
た
な
事
業
の
創
出
を
促

進
す
る
た
め
に
、
情
報
家
電
や
燃
料
電

池
、
自
動
車
等
の
川
下
製
品
を
製
造
す

る
う
え
で
、
基
盤
と
な
る
技
術
（
特
定

も
の
づ
く
り
基
盤
技
術
）
の
研
究
開
発

等
を
支
援
し
ま
す
。

特
定
も
の
づ
く
り
基
盤
技
術
と
し
て

は
、
鋳
造
、
鍛
造
、
め
っ
き
、
プ
レ
ス

加
工
、
金
型
等
で
経
済
産
業
大
臣
が
指

定
す
る
技
術
で
す
。

支
援
内
容
は
、
特
定
も
の
づ
く
り
基

盤
技
術
高
度
化
指
針
に
基
づ
い
て
、
中

小
企
業
者
が
自
ら
行
う
特
定
研
究
開
発

等
計
画
を
作
成
し
認
定
さ
れ
る
と
、
以

下
の
各
種
支
援
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

①

助
成
金
（
戦
略
的
基
盤
技
術
高

度
化
）

②

政
府
系
金
融
機
関
の
低
利
融
資

制
度

③
　
信
用
保
証
の
特
例

④

中
小
企
業
投
資
育
成
株
式
会
社

法
の
特
例

⑤
　
特
許
料
等
の
特
例

な
お
、
特
定
も
の
づ
く
り
基
盤
技
術

高
度
化
指
針
と
は
、
特
定
の
基
盤
技
術

に
つ
き
、
そ
の
技
術
を
活
用
し
て
最
終

製
品
を
つ
く
る
大
企
業
や
発
注
企
業
の

ニ
ー
ズ
を
十
分
に
整
理
し
、
中
小
企
業

が
目
指
す
べ
き
技
術
開
発
の
方
向
性
を

取
り
ま
と
め
た
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
で
す
。

そ
の
他
の
も
の
づ
く
り
支
援
施
策

a

川
上
・
川
下
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築

支
援
事
業

も
の
づ
く
り
基
盤
技
術
を
有
す
る
中

小
企
業
で
、
自
社
の
技
術
シ
ー
ズ
（
将

来
的
に
事
業
化
の
可
能
性
が
あ
る
技
術
）

と
川
下
の
ニ
ー
ズ
の
マ
ッ
チ
ン
グ
に
よ

り
新
た
な
販
路
の
開
拓
や
共
同
研
究
開

発
の
実
施
を
目
指
す
中
小
企
業
者
等
を

支
援
し
ま
す
。

s

中
小
企
業
も
の
づ
く
り
人
材
育
成

事
業

高
等
専
門
学
校
等
の
設
備
・
技
術
教

育
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
用
し
、
中
小
企
業
の

若
手
技
術
者
の
育
成
を
支
援
。
ま
た
、

工
業
高
校
の
実
践
的
な
教
育
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
充
実
を
支
援
し
て
い
ま
す
。

d

中
小
企
業
基
盤
技
術
継
承
支
援
事

業熟
練
技
術
者
の
高
齢
化
や
退
職
で
そ

の
技
術
・
ノ
ウ
ハ
ウ
が
消
え
て
し
ま
う

の
で
今
の
う
ち
に
残
し
た
い
。
ノ
ウ
ハ

ウ
を
残
す
方
法
が
わ
か
ら
な
い
。
人
手

や
時
間
、
経
費
を
あ
ま
り
か
け
ず
に
ノ

ウ
ハ
ウ
を
残
し
た
い
。
こ
の
よ
う
な
中

小
企
業
者
に
役
立
つ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の

研
究
開
発
等
を
行
っ
て
い
ま
す
。

f

中
小
企
業
知
的
財
産
啓
発
普
及
事

業

中
小
企
業
が
抱
え
る
知
的
財
産
に
関

す
る
問
題
に
つ
い
て
、
全
国
の
商
工

会
・
商
工
会
議
所
に
「
知
財
駆
け
込
み

寺
」
と
し
て
、
相
談
取
次
ぎ
窓
口
機
能

に
よ
り
支
援
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
各
種

セ
ミ
ナ
ー
を
通
じ
て
経
営
に
活
か
せ
る

知
的
財
産
の
情
報
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

g

計
量
標
準
供
給
基
盤
強
化
事
業

試
験
検
査
機
関
等
が
、
計
量
標
準
供

給
基
盤
の
整
備
に
向
け
て
中
小
企
業
に

最
適
な
施
設
、
設
備
の
整
備
、
人
材
の

育
成
、
技
術
力
の
向
上
等
を
推
進
す
る

た
め
、
必
要
な
費
用
の
補
助
等
を
行
っ

て
い
ま
す
。

h

「
中
小
企
業
新
事
業
活
動
促
進
法
」

に
基
づ
く
支
援

新
技
術
を
開
発
す
る
中
小
企
業
者
等

は
、
補
助
金
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
と
と
も
に
、
そ
の
成
果
を
利
用
し
た

事
業
活
動
を
行
う
場
合
に
特
許
料
の
軽

減
や
債
務
保
証
に
関
す
る
枠
の
拡
大
な

ど
の
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

j

中
小
企
業
技
術
基
盤
強
化
税
制

中
小
企
業
者
が
試
験
研
究
を
実
施
し

た
場
合
、
税
制
の
特
別
措
置
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
支
援
策
が
あ
り
ま
す
か

ら
、
利
用
で
き
る
か
ど
う
か
検
討
し
て

み
ま
し
ょ
う
。

も
の
づ
く
り
に
取
り
組
む

中

小

企

業

へ

の

支

援
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「
志
」
と
い
う
言
葉
は
よ
く
使
わ
れ

ま
す
が
、
そ
の
中
身
を
考
え
ま
す
と
あ

い
ま
い
に
使
っ
て
い
る
気
が
し
ま
す
。

辞
書
で
調
べ
ま
す
と
、「
志
」
と
は

「
心
の
向
か
う
と
こ
ろ
。
心
に
目
指
す

と
こ
ろ
」
。
こ
れ
で
は
、
今
ひ
と
つ

「
志
」
の
輪
郭
が
見
え
て
き
ま
せ
ん
。

あ
る
経
営
者
の
「
〝
志
〞
論
」
が
分

か
り
や
す
い
の
で
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

一
つ
め
、
お
金
で
は
決
し
て
買
え
な

い
モ
ノ
。
逆
に
お
金
で
買
え
る
く
ら
い

の
も
の
は
「
志
」
で
は
な
い
。

二
つ
め
、
少
な
く
と
も
一
世
代
で
は

実
現
で
き
そ
う
も
な
い
モ
ノ
。
時
間
が

か
か
る
、
あ
る
い
は
時
間
を
か
け
る
価

値
が
あ
る
も
の
が
「
志
」
に
は
あ
る
。

三
つ
め
と
し
て
、「
志
」
は
、
利
害

や
世
代
を
越
え
て
多
く
の
人
々
か
ら
支

持
と
納
得
の
得
ら
れ
る
モ
ノ
で
あ
る
こ

と
。こ

れ
ら
の
要
素
が
備
わ
っ
て
い
る

「
志
」
に
は
、
自
然
と
人
が
共
感
し
ま

す
し
、
集
ま
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。

商店会の会員からみる望まれる商店会の会
長像とは、
１．現役の商売人であること
商店会会長は、商売主の仲間の中から選ば

れたのに、と思うのですが…。
同じ人が、長年にわたり会長職を独占して

いる場合、本人はいつのまにかお店を奥さん
や息子さんに任せ、商売に携わっていない。
すると、お客一人一人に頭を下げるとか、

細かいニーズを億劫がるようになり、結果、
会員の感覚とズレが出てきて、商店会活動に
も影響が出るようになります。
２．商店会活動に使命感を持つこと
商店会会長は商店会活動を“ボランティア

の範疇である”と捉えている方もいます。
自分の店は儲けるのに必死であるのは当然

のこと、商店会という地域活動は、隣接商店
会とお客の奪い合いであることから、自分の
店と同様に真剣に取り組む必要があり、ボラ
ンティアとは異なります。

商店会長「
志
」
と
は

商店街活動

各地商店街の活動は、商店会役員を中心と

した“七夕祭り”“盆踊り”“中元セール”と

いったイベント事業が主たる行事です。これ

らの効果をよく考えてみますと、イベントが

必ずしも商店街を形成する個々のお店の繁盛

につながっているかは疑問です。

さらに、役員の方々に実施活動を聞きます

と、町内会との付き合い、会員同士の親睦旅

行……ということです。

しかしながら商店街活動は、次の視点で活

動すべきではないでしょうか。

１．商店（街）のもっとも大切な使命は適正

な利潤をあげ繁栄すること

前述したことの繰り返しになりますが、商

店の方の中には「地域のコミュニティ機能と

しての社会的役割として、町会的な活動が大

切である」と主張する方がいます。

むろん、その意見に一理はありますが、繁

盛する商店があり、その集合体である商店街

であるからこそ、社会的役割が果たせるので

す。この視点から商店経営者はズレてはいけ

ないと思います。

２．ひとつでも多く強い個店をつくるための

商店街活動をすること

商店経営者の方の中には往々にして、同一

地域にある繁盛店をうらやんだり、評価しな

いといった考え方をします。また、新規参入

者（とくに、商店街に同業種の店があるとい

った場合）に対し、商店街活動の仲間にしな

い、といった行動をとります。

魅力あるお店があるからこそ、賑わいのあ

る商店街になる、この認識が必要でしょう。

３．みせかけの賑わいイベントは止めること

人手が足りない、と言いながら店を休んで

までイベントを実施している商店街もありま

す。お客が大勢やってくるから活動している

のでしょう。

イベントを全て否定するつもりはありませ

んが、そのイベントは個店の繁栄につながる

かを考えて行いたいものです。




